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報告第１６号  

 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経営状況について 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，公益財団法人藤沢市みらい創造

財団の経営状況を説明する書類を次のとおり提出する。 

２０１３年（平成２５年）６月５日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団平成２５年度事業計画説明書 

 収支予算の総括に関する書類               

１ 経常収益計                ２,３５０,２２８千円 

 （１） 基 本 財 産 運 用 益                           ３,７６０千円 

 （２） 特 定 資 産 運 用 益                              ４８０千円 

 （３） 受 取 会 費                           ２,５００千円 

 （４） 事 業 収 益                       ３１７,３３８千円 

 （５） 指 定 管 理 料 収 益                    １,１１４,７３４千円 

 （６） 受 託 収 益                       ３５５,８３４千円 

 （７） 受 取 補 助 金 等                       １３８,７３２千円 

 （８） 受 取 協 賛 金                              ５００千円 

 （９） 受 取 負 担 金                       ４０９,７０４千円 

 （10） 受 取 寄 付 金                                  １千円 

 （11） 雑 収 益                           ６,６４５千円 

２ 経常費用計                ２,４８４,０８５千円 

 （１） 事 業 費                    ２,３８８,３５１千円 

 （２） 管 理 費                         ９５,７３４千円 

３ 法人税・住民税及び事業税                   ７８６千円 

４ 当期一般正味財産増減額          △ １３４,６４３千円 
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５ 一般正味財産期首残高               ４８４,５７３千円 

６ 一般正味財産期末残高               ３４９,９３０千円 

７ 当期指定正味財産増減額                          ０円 

８ 指定正味財産期首残高              ３００,０００千円 

９ 指定正味財産期末残高              ３００,０００千円 

10 正味財産期末残高                ６４９,９３０千円 

 

公益目的事業会計の内訳に関する書類 

１ 青少年の健全な育成を目的とする事業（公益目的事業１） 

 （１） 概要 

藤沢市の公の施設の指定管理者として青少年施設の管理運営を行うとともに， 

青少年の多文化理解や社会参加など次代を担う青少年の健全な育成と発達に寄

与するため，国際化推進事業や自然体験活動事業等を行う。また，青少年や青

少年団体が年間を通じて活動できる場として設置した少年の森宿泊研修施設の

管理運営を行う。 

 （２） 藤沢市からの受託事業等 

上記の事業には，次の藤沢市からの指定管理事業及び受託事業が含まれる。 

青少年会館指定管理事業（藤沢・辻堂）の一部，少年の森指定管理事業，児

童館指定管理事業（５館・６児童クラブ），地域子供の家指定管理事業（１７

館），ＳＬ広場管理運営及び放課後児童健全育成事業（３６児童クラブ）の業

務。 

 （３） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計                 ９４９,１０５千円 

  イ 経常費用計                 ９８４,６１１千円 

  ウ 当期一般正味財産増減額          △ ３５,５０６千円 

  エ 一般正味財産期首残高            ２５４,０１５千円 

  オ 一般正味財産期末残高            ２１８,５０９千円 

  カ 正味財産期末残高              ２１８,５０９千円 

 

２ 市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（公益目的事業２） 
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 （１） 概要 

藤沢市の公の施設の指定管理者としてのスポーツ施設の管理運営及び藤沢市

から受託した鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの管理運営を行うととも

に，市民の健康づくりと生涯スポーツの推進に貢献し，市民の心豊かで活き活

きとした健康な生活の形成に寄与するため，各種スポーツ教室・大会等の事業

を行う。 

 （２） 藤沢市からの受託事業等 

上記の事業には，次の藤沢市からの指定管理事業及び受託事業が含まれる。 

秩父宮記念体育館指定管理事業の一部，秋葉台公園他３公園指定管理事業の

一部，石名坂温水プール指定管理事業の一部及びスポーツ事業の業務。 

 （３） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計              １,０３１,１７０千円 

  イ 経常費用計              １,１２８,０８５千円 

  ウ 他会計振替額                  １８,９２４千円 

  エ 当期一般正味財産増減額          △ ７７,９９１千円 

  オ 一般正味財産期首残高                   ３３１千円 

  カ 一般正味財産期末残高           △ ７７,６６０千円 

  キ 正味財産期末残高             △ ７７,６６０千円 

 

３ 芸術文化の振興を目的とする事業（公益目的事業３） 

 （１） 概要 

市民が良質な芸術文化にふれる機会を提供し，市民への芸術文化の普及・振

興を図り，地域文化のより一層の発展に寄与するため，地域における芸術文化

及び伝統文化の継承等の事業を行う。 

 （２） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計                 １６６,５８１千円 

  イ 経常費用計                 １７５,６８９千円 

  ウ 当期一般正味財産増減額            △ ９,１０８千円 

  エ 一般正味財産期首残高              １２,９６６千円 

  オ 一般正味財産期末残高                ３,８５８千円 



- 55 - 

  カ 正味財産期末残高                  ３,８５８千円 

 

４ 公益目的事業会計共通 

 （１） 概要 

公益目的事業に共通する，事業ごとに区分できない収益及び費用等。 

 （２） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計                              ０円 

  イ 経常費用計                              ０円 

  ウ 当期一般正味財産増減額                        ０円 

  エ 一般正味財産期首残高            ２０３,３０５千円 

  オ 一般正味財産期末残高            ２０３,３０５千円 

  カ 当期指定正味財産増減額                        ０円 

  キ 指定正味財産期首残高            ３００,０００千円 

  ク 指定正味財産期末残高            ３００,０００千円 

  ケ 正味財産期末残高              ５０３,３０５千円 

 

収益事業等会計の内訳に関する書類 

１ 物品販売事業及び駐車場管理運営事業(収益事業１) 

 （１） 概要 

 公益目的事業の推進に資するための事業として，管理運営するスポーツ施設

において，利用者の利便性向上を目的に自動販売機による飲料水等の販売など

の物品販売事業及び各施設（秋葉台公園・八部公園・石名坂温水プール）に付

帯する駐車場の管理運営事業を行う。 

 （２） 藤沢市からの受託事業等 

上記の事業には，次の藤沢市からの指定管理事業が含まれる。 

秩父宮記念体育館指定管理事業の一部，秋葉台公園他３公園指定管理事業の

一部，石名坂温水プール指定管理事業の一部。 

 （３） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計                   ４９,１３１千円 

  イ 経常費用計                   ２６,２５１千円 
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  ウ 他会計振替額               △ ２２,２５９千円 

  エ 法人税・住民税及び事業税                 ７８６千円 

  オ 当期一般正味財産増減額               △ １６５千円 

  カ 一般正味財産期首残高                ３,７６７千円 

  キ 一般正味財産期末残高                ３,６０２千円 

  ク 正味財産期末残高                  ３,６０２千円 

 

２ 青少年団体助成・交流事業（その他事業１） 

 （１） 概要 

公益目的事業の推進に資するための事業として，市内青少年団体・青少年育

成団体の育成と活動促進のための助成を行う。また，青少年健全育成関係者等

に広く参加を募り，活動紹介等を行う交流会を開催する。 

 （２） 藤沢市からの受託事業等 

上記の事業は，次の藤沢市からの指定管理事業の一部として実施する。 

青少年会館指定管理事業（藤沢・辻堂）。 

 （３） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計                    ５,９３３千円 

  イ 経常費用計                    ５,９３３千円 

  ウ 当期一般正味財産増減額                       ０円 

  エ 一般正味財産期首残高                  ２００千円 

  オ 一般正味財産期末残高                  ２００千円 

  カ 正味財産期末残高                    ２００千円 

 

３ その他市受託事業（その他事業２） 

 （１） 概要 

公益目的事業の推進に資するための事業として，藤沢市から受託した事業を 

行う。 

 （２） 藤沢市からの受託事業等 

上記の事業は，次の藤沢市からの受託事業として実施する。 

青少年事業，放課後児童健全育成事業（３児童クラブ）及びスポーツ広場管
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理運営業務。 

 （３） 収益及び費用等 

  ア 経常収益計                  ６７,７８２千円 

  イ 経常費用計                  ６７,７８２千円 

  ウ 当期一般正味財産増減額                       ０円 

  エ 一般正味財産期首残高               ４,１１６千円 

  オ 一般正味財産期末残高               ４,１１６千円 

  カ 正味財産期末残高                 ４,１１６千円 

 

 法人会計の内訳に関する書類 

１ 概要 

  法人の管理業務及び各会計に区分できない法人全般に係る収益及び費用等。 

２ 収益及び費用等 

 （１） 経常収益計                   ８０,５２６千円 

 （２） 経常費用計                   ９５,７３４千円 

 （３） 他会計振替額                      ３,３３５千円 

 （４） 当期一般正味財産増減額          △ １１,８７３千円 

 （５） 一般正味財産期首残高                ５,８７３千円 

 （６） 一般正味財産期末残高             △ ６,０００千円 

 （７） 正味財産期末残高               △ ６,０００千円 


